
 
 

 

 

 

 

 

   衆議院議会制度に関する協議会

衆議院改革に係る諸問題については、衆議院議会制度に関する協議会（以下「議会制度協議

会」という。）を中心に検討が進められている。

議会制度協議会は、第 51回国会昭和 41年３月 10日の議院運営委員会の決定により設置された。

同協議会は、議長の諮問機関として、議院運営委員会の委員長、理事等で構成され、議長及び

副議長出席の下、構成員相互の間で、その時の当面の問題ばかりでなく、議会制度全般の問題

について、時には党派の立場を離れて大所高所の観点から率直な意見の交換を行っている。

議会制度協議会においては、これまでに、「国会法の改正問題」「議院の運営上の問題」「政治

倫理の問題」「国会の制度改革の問題」等議会制度に関わる各般の問題について幅広く協議され

ている。
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